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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持枠体と、同支持枠体に組み込まれパチンコ球が障害物に干渉しながら下降する遊技
面が形成された遊技台と、遊技者が操作することでパチンコ球を同遊技面上部に向かって
発射させる発射操作機構と、同発射操作機構によって発射されたパチンコ球を前記遊技台
裏面側の所定の部位へ流下させる通路の一部を形成する球通路とを備えたパチンコ機にお
いて、同球通路を前下がり方向から後下がり方向に角度を変えていくようにねじれて傾斜
させ、同球通路に堆積する塵埃を下方に落下させることが可能な空間を前記球通路の前側
に形成すると共に前記球通路が前記後下がり方向に傾斜した部位の後側に形成したことを
特徴とするパチンコ機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は遊技機に関し、特にセーフ球又はアウト球等の遊技が完了したパチンコ球を遊技
台裏面側で受け止めて所定の部位に導くような球通路を備えたパチンコ機に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
パチンコ機においては遊技者が発射操作機構の一部としてのハンドルを操作してパチンコ
球（このパチンコ球を遊技球という）を遊技面に打ち出し、その遊技球が遊技面に植設さ
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れた釘等の障害物に干渉されながら下降し、途中に設けられた入賞孔に入賞することでパ
チンコ球（このパチンコ球を賞球という）を得られるようになっている。
ところで、遊技面上に打ち出された遊技球はあるものは下降しながら入賞孔に入っていわ
ゆるセーフ球となり、あるものは入賞孔に入らずにいわゆるアウト球となる。これらセー
フ球及びアウト球はある機種では機内においては遊技盤裏面の機構盤等に配置された球通
路上に落下して排出孔から排出通路に導かれ更に機外に排出される。また、ある機種では
セーフ球のみセーフ球処理装置に導かれ賞球排出に寄与した後に排出通路に導かれ更に機
外に排出される。また、ある機種ではこれらセーフ球又はアウト球はいずれも機外に排出
されることなく機内のみで循環する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで、このようにセーフ球又はアウト球の処理についていくつもの機種があるもの
の共通するのはいずれも遊技球は上皿や下皿等の外部に露出した収納部に一旦収納され、
遊技者の手に触れられる環境に晒されることである。このような環境下では遊技者の手あ
ぶらや外部の塵埃がパチンコ球を汚してしまい、経年使用によって塵埃が球通路に溜まっ
てしまっていた。
　本発明は、このような従来の技術に存在する問題点に着目してなされたものである。そ
の目的とするところは、球通路に塵埃が溜まりにくいパチンコ機を提供するものである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために請求項１に記載の発明では、支持枠体と、同支持枠体に組
み込まれパチンコ球が障害物に干渉しながら下降する遊技面が形成された遊技台と、遊技
者が操作することでパチンコ球を同遊技面上部に向かって発射させる発射操作機構と、同
発射操作機構によって発射されたパチンコ球を前記遊技台裏面側の所定の部位へ流下させ
る通路の一部を形成する球通路とを備えたパチンコ機において、同球通路を前下がり方向
から後下がり方向に角度を変えていくようにねじれて傾斜させ、同球通路に堆積する塵埃
を下方に落下させることが可能な空間を前記球通路の前側に形成すると共に前記球通路が
前記後下がり方向に傾斜した部位の後側に形成したことをその要旨とする。
【０００５】
【発明の効果】
　請求項１に記載された発明では、球通路に塵埃を溜まりにくくすることができる。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をパチンコ機に応用した各実施の形態について図面に基づいて説明する。ま
ず、図１に基づいてパチンコ機の概略を説明し、その後各実施の形態それぞれの固有の構
成について説明する。尚、以下の説明で前面側或いは表面側とは遊技者が正対する側をい
う。左右とは遊技者側から見た左右方向をいう。
図１に示すように、パチンコ遊技機の支持枠体としての外枠１は上下左右の各枠板１ａ～
１ｄによって四角形に枠組みされた木製の枠体とされている。下部枠板１ｂ上面には幕板
２が配設されている。外枠１にはパチンコ機本体４が装着されている。パチンコ機本体４
はヒンジ金具６の回動軸６ａを中心に回動し外枠１に対して開閉可能とされている。パチ
ンコ機本体４の上半身には遊技盤５が装着されている。遊技盤５の前面にはほぼ垂直に配
置された遊技面９が形成されている。遊技面９上には内レール１０、外レール１１、入賞
口１２及び可変表示装置１３等が所定位置に配置された遊技領域１４が形成されている。
内レール１０の最下部位置にはアウト球回収口１７が形成されている。尚、釘については
図示が省略されている。遊技盤５の周囲は額縁状の扉枠支持フレーム７にて包囲されてい
る。扉枠支持フレーム７はパチンコ機本体４と一体的に形成されている。扉枠支持フレー
ム７の上部前面には水平方向に３つのランプ８が配設されている。
【０００７】
図１に示すように、遊技盤５の前面には前面枠としての扉枠１５が配設されている。扉枠
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１５はヒンジ金具６の回動軸６ａを中心に回動しパチンコ機本体４に対して開閉可能とさ
れている。扉枠１５は閉じられた状態で前記扉枠支持フレーム７に当接する。扉枠１５は
ほぼ正方形の外形を有し、中央にほぼ正方形の大型の窓穴１６が形成されている。窓穴１
６にはガラスＧがはめ込まれている。扉枠１５上方の上梁１９には水平方向に３つの透孔
２４が形成されている。透孔２４は前記扉枠支持フレーム７のランプ８に対応しており、
扉枠１５を閉じた時に各ランプ８が対応する透孔２４内に配置される。上梁１９前面には
半透明の装飾パネル２５が配設され、同透孔２４を覆っている。ランプ８の光は同透孔２
４を通して光透過性の装飾パネル２５を明るく照らし出す。左縦枠２１には扉枠支持フレ
ーム７に設けられた鍵穴２７を（図１参照）露出させるための台形の大きな切り欠き２８
が形成されている。扉枠１５の背面側には同窓穴１６の全周囲に渡って同窓穴１６を包囲
する金属製の補強フレーム２９が配設されている。
【０００８】
図２に示すように、遊技盤５の背面側には開閉可能に開閉盤としての機構盤２２がパチン
コ機本体４に対して開閉可能に装着されている。機構盤２２は上下に配設されたヒンジ部
２３によってパチンコ機本体４に支持されており、盤面に散点的に配置された開閉ピン２
６の引き出し及び押し込みによってパチンコ機本体４に着脱される。機構盤２２の上部に
は賞球タンクＴが配設されている。賞球タンクＴの図２における右方には入出力基盤３０
が配設されている。入出力基盤３０の下方には上下方向に球払い出し機構Ｐが配設されて
いる。球払い出し機構Ｐの下方には同球払い出し機構Ｐと連動したセーフ球処理機構Ｑが
配設されている。セーフ球処理機構Ｑの図２における左方には発射操作機構制御装置ユニ
ット３１と払い出し制御装置ユニット３２が配設されている。発射操作機構制御装置ユニ
ット３１は後述する遊技球発射機構Ｒの制御を行う制御機構とされ、払い出し制御装置ユ
ニット３２は賞球の払い出しの制御機構とされている。
図１、図３～図６等に示すように本各実施の形態では機構盤２２の下部前面側にパチンコ
球配送部４３が形成されている。パチンコ球配送部４３については後述する。
機構盤２２の中央付近には大型開口部２２ａが形成されている。図２に示すように、パチ
ンコ機本体４に対して機構盤２２が閉塞された状態で同大型開口部２２ａから遊技盤５の
背面に配設された図柄表示装置ユニット３３及び制御装置ユニット３４が露出される。図
柄表示装置ユニット３３は可変表示装置１３の制御を行う制御機構とされ、制御装置ユニ
ット３４は賞球の排出等のパチンコ機の制御を行う制御機構とされている。
【０００９】
扉枠１５の下方には上部カバープレート３５が装着されている。上部カバープレート３５
はパチンコ機本体４に対して図示しないヒンジ金具によって片持ち支持され同パチンコ機
本体４に対して開閉可能とされている。上部カバープレート３５は前方に突出形成され、
上面に上受け皿３６が載置されている。上部カバープレート３５の下方には下部カバープ
レート３７が配設されている。下部カバープレート３７はパチンコ機本体４に対して固着
されている。下部カバープレート３７は前方に突出形成され、上面に下受け皿３８が載置
されている。下受け皿３８は主として上受け皿３６に貯留しきれなかった遊技球を貯留す
るものである。下部カバープレート３７には灰皿４０が装着されている。下受け皿３８の
右側方には発射操作機構としての操作ハンドル３９が取付けられている。
パチンコ機本体４下部であって操作ハンドル３９の背面側には遊技球発射機構Ｒが配設さ
れている。図２に示すように、遊技球発射機構Ｒはパチンコ機本体４に対して機構盤２２
が閉塞された状態で機構盤２２下部寄りに形成された切り欠部２２ｂから背面に向かって
露出されている。
【００１０】
次にパチンコ球配送部４３の周辺の構成について各実施の形態毎に詳述する。
（実施の形態１）
図１、図３及び図１０に示すように、機構盤２２下部であって遊技盤５の背面側にはパチ
ンコ球配送部４３が配設されている。図３及び図４に示すように、パチンコ球配送部４３
の左方側には前記上部カバープレート３５の上受け皿３６方向に賞球を導くための上受け
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皿送出通路４５が配設されている。上受け皿送出通路４５の下方には上受け皿送出通路４
５が賞球でいっぱいになった際に前記下部カバープレート３７の下受け皿３８に賞球を導
くバイパス通路４６が配設されている。
パチンコ球配送部４３の上方には左右方向に渉ってセーフ球及びアウト球を受け止める第
１～第３の球通路４８～５０が配設されている。
第１の球通路４８は上受け皿送出通路４５の上方に配置されている。図３に示すように第
１の球通路４８は右下がりの傾斜とされ、図７（ｂ）に示すように前後方向には傾斜のな
い水平な板面とされている。上受け皿送出通路４５の右方には同第１の球通路４８に対し
て一段段違いに低くなった第２の球通路４９が配置されている。図３に示すように第２の
球通路４９は右下がりの傾斜とされ、同時に図７（ａ）に示すように前下がりに傾斜した
板面とされている。第２の球通路４９の右端は排出孔５１に接続されている。排出孔５１
を挟んで右方には第３の球通路５０が配置されている。図３に示すように第３の球通路５
０は左下がりの傾斜とされ、同時に図７（ｂ）に示すように前下がりに傾斜した板面とさ
れている。排出孔５１から下方には蛇行する排出通路５２が配設されている。本実施の形
態１では第２及び第３の球通路４９，５０によって球通路の全長の４分の３以上を占める
。
【００１１】
図７（ａ），（ｂ）及び図１０に示すように、第１の球通路４８は後方の第１の背面壁６
０と一体成形されている。第２及び第３の球通路４９，５０は後方の第２の背面壁６１と
一体成形されている。本実施の形態１では第２及び第３の球通路４９，５０の前端はパチ
ンコ球配送部４３の前面の基準となる前方基準位置Ｐよりも若干後退した位置とされてい
る。つまり、図１０に示すように、パチンコ球配送部４３では前方基準位置Ｐにおいて遊
技盤５の背面板６３と密着するとともに、第２及び第３の球通路４９，５０前端部におい
ては隙間Ｑが形成されることとなる。
【００１２】
第２の球通路４９の下方には第１の球受け板５３が配設されている。第１の球受け板５３
は図３に示すように第２の球通路４９と平行に、つまり右下がりの傾斜とされ、図７（ａ
）に示すように前後方向は傾斜のない水平な板面とされている。第１の球受け板５３は第
２の背面壁６１と一体成形されている。第１の球受け板５３の前端位置は上記前方基準位
置Ｐに配置される。第１の球受け板５３には前方に長手方向に沿って補強リブ５４が形成
されている。第１の球受け板５３の下端（右端）は前記排出通路５２の中程に形成された
第１の開口部５５に接続されている。第３の球通路５０の下方には第２の球受け板５７が
配設されている。第２の球受け板５７は図３に示すように左下がりの傾斜とされ、図７（
ｂ）に示すように前後方向は傾斜のない水平な板面とされている。第２の球受け板５７は
第２の背面壁６１と一体成形されている。第１の球受け板５３の前端位置は上記前方基準
位置Ｐに配置される。第２の球受け板５７には前端には長手方向に沿って補強リブ５８が
形成されている。第２の球受け板５７の下端（右端）は前記排出通路５２の中程に形成さ
れた第２の開口部５９に接続されている。両開口部５５，５９は上下方向に若干ずれた位
置に開口している。
【００１３】
次にこのように構成された実施の形態１の作用について説明する。
遊技者が操作ハンドル３９を操作して遊技球を遊技面９上に打ち出す。遊技面９に打ち出
された遊技球途中図示しない釘等の障害物に干渉されながら下降し、あるものは入賞口１
２に入り、あるものは入賞口１２に入らずにアウト球回収口１７に入る。
ここに、前記入賞口１２に入った遊技球はセーフ球とされる。セーフ球は図示しないセン
サによってその入賞口１２を通過したことが検出され同センサから入出力基盤に出力され
る。この出力に基づいて賞球排出処理や可変表示装置１３の可変表示処理等が行われる。
このセーフ球は以後このパチンコ機では不要となるので遊技面９の裏面から第１～第３の
球通路４８～５０のいずれかに落下する。一方アウト球回収口１７に入った遊技球はアウ
ト球とされる。アウト球は入賞口１２に入らずに遊技が終わってしまった遊技球である。
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これも以後このパチンコ機では不要となるのでアウト球回収口１７から後方に導かれ第２
の球通路４９上に落下する。
第１～第３の球通路４８～５０のいずれかに落下したセーフ球又はアウト球（以後単にパ
チンコ球とする）は傾斜に従って左右方向に排出孔５１に向かって転動していく。第１の
球通路４８に落下したパチンコ球は右方向に転動していき第２の球通路４９上に一旦落下
する。第２の球通路４９上に落下したパチンコ球は右方向に転動していき排出孔５１内に
落下する。第３の球通路５０上に落下したパチンコ球は左方向に転動していき排出孔５１
内に落下する。落下したパチンコ球は排出通路５２を下降し機外に排出（回収）される。
尚、本実施の形態１の第２及び第３の球通路４９，５０では前下がりに傾斜されているた
め、パチンコ球は排出孔５１方向に流下しながら遊技盤５の背面板６３側に寄ってくるこ
ととなる。
【００１４】
ここに、第１～第３の球通路４８～５０は汚れたパチンコ球が集中的に通過するため塵埃
が溜まりやすい構造となっている。しかし、第２及び第３の球通路４９，５０では前方に
傾斜されており、主としてパチンコ球の球通路４８～５０上への落下による振動で塵埃は
この傾斜された前方側に移動していく。そして、第２及び第３の球通路４９，５０の前方
は図７（ａ）及び図１０に示すように隙間Ｑが形成されており、塵埃はこの隙間Ｑから第
１の球受け板５３に落下していくこととなる。
ところで、経年使用によりパチンコ機の構成部材に歪みや弛みが生じ、その影響で上部カ
バープレート３５の背面板６３が前方基準位置Ｐに配置されず一部あるいは全部の隙間Ｑ
がパチンコ球よりも大きくなってしまった場合にはパチンコ球はその大きくなった隙間Ｑ
から下方に落下してしまう可能性がある。このとき落下したパチンコ球は第１及び第２の
球受け板５３，５７によって受け止められそのまま球受け板５３，５７の傾斜に沿って転
動しそれぞれ開口部５５，５９から排出通路５２に戻されることとなる。
【００１５】
このように構成することにより本実施の形態１は次のような効果を奏する。
（１）パチンコ球が落下する振動や遊技中に生ずる振動などで第２及び第３の球通路４９
，５０に溜った塵埃は傾斜にしたがって前方に移動し、最終的に隙間Ｑから下方に落下し
て第１及び第２の球受け板５３，５７上に堆積することとなる。そのため、経年使用して
も第２及び第３の球通路４９，５０に溜ってパチンコ球が転動しにくくなったりパチンコ
球が汚れたりすることがなくなる。
（２）上記のように隙間Ｑがパチンコ球よりも大きくなってしまいパチンコ球はその大き
くなった隙間Ｑから下方に落下してしまった場合でも、落下したパチンコ球は第１及び第
２の球受け板５３，５７によって受け止められそのまま球受け板５３，５７の傾斜に沿っ
て転動しそれぞれ開口部５５，５９から排出通路５２に戻されることとなるため、回収す
べきパチンコ球が取り出せずに機内に残ってしまうというような不具合が生ずることがな
くなる。
【００１６】
（実施の形態２）
以下、実施の形態２においては実施の形態１と同じ部材については図面上で同じ番号を付
し、詳しい説明は省略する。
実施の形態２におけるパチンコ球配送部４３の上方には左右方向に渉ってセーフ球及びア
ウト球を受け止める第１～第３の球通路６５～６７が配設されている。
第１の球通路６５は上受け皿送出通路４５の上方に配置されている。図５及び図６に示す
ように第１の球通路６５は右下がりの傾斜とされ、図８（ｂ）に示すように前後方向には
傾斜のない水平な板面とされている。上受け皿送出通路４５の右方には同第１の球通路６
５に対して一段段違いに低くなった第２の球通路６６が配置されている。
第２の球通路６６は図１１及び図１２に示すように着脱可能な板体であって、その本体６
６ａ前部には長手方向に沿って補強リブ６８が形成されている。本体６６ａ後部には長手
方向に沿って所定間隔で５つのスリット６９が形成されている。本体６６ａ後部長手方向
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に沿って取り付けリブ７０が下方に向かって延出形成されている。取り付けリブ７０には
固定ねじ７１用のねじ孔７０ａが穿設されている。図８（ａ）及び図１１に示すように、
第２の球通路６６は第２の背面壁６１に形成された取り付けスリット７２に後方から挿入
され、取り付けリブ７０のねじ孔７０ａと第２の背面壁６１のねじ孔６１ａとを照合させ
固定ねじ７１にて共締めすることで固定されている。取り付けスリット７２の上下幅は第
２の球通路６６の厚みより若干大きく形成されている。
図５及び図６に示すように第２の球通路６６は第２の背面壁６１に装着された状態で右下
がりの傾斜とされ、同時に図８（ａ）に示すように後下がりに傾斜した板面とされる。
【００１７】
第２の球通路６６の右端は排出孔５１に接続されている。排出孔５１を挟んで右方には第
３の球通路６７が配置されている。図１１及び図１３に示すように第３の球通路６７も第
２の球通路６６と同様に板体であって、その本体６７ａ前部には長手方向に沿って補強リ
ブ６８が形成されている。本体６７ａ後部には長手方向に沿って所定間隔で３つのスリッ
ト６９が形成されている。本体６６ａ後部長手方向に沿って取り付けリブ７０が下方に向
かって延出形成されている。取り付けリブ７０には固定ねじ７１用のねじ孔７０ａが穿設
されている。図８（ａ）及び図１１に示すように、第３の球通路６７は第２の背面壁６１
に形成された取り付けスリット７２に後方から挿入され、取り付けリブ７０のねじ孔７０
ａと第２の背面壁６１のねじ孔６０ａとを照合させ固定ねじ７１にて共締めすることで固
定されている。取り付けスリット７２の上下幅は第２の球通路６６の厚みより若干大きく
形成されている。
図５に示すように第３の球通路６７は第２の背面壁６１に装着された状態で左下がりの傾
斜とされ、同時に図８（ｂ）に示すように後下がりに傾斜した板面とされている。
排出孔５１から下方には蛇行する排出通路５２が配設されている。本実施の形態１では第
２及び第３の球通路６６，６７によって球通路の全長の４分の３以上を占める。
【００１８】
図８（ａ），（ｂ）及び図１１に示すように、第１の球通路６５は後方の第１の背面壁６
０と一体成形されている。第２及び第３の球通路６６，６７は後方の第２の背面壁６１と
一体成形されている。本実施の形態２では実施の形態１と異なり第２及び第３の球通路４
９，５０の前端はパチンコ球配送部４３の前面の基準となる前方基準位置Ｐと同じ位置と
されている。つまり、図１１に示すように、パチンコ球配送部４３では前方基準位置Ｐに
おいて遊技盤５の背面板６３と密着するが実施の形態１のような隙間Ｑが形成されること
はない。
【００１９】
第２の球通路６６の下方には第１の球受け板７７が配設されている。第１の球受け板７７
は第２の球通路６６と平行に、つまり右下がりの傾斜とされ、図８（ａ）に示すように前
後方向は傾斜のない水平な板面とされている。第１の球受け板７７は図９に示すように着
脱可能な板体であって、その本体７７ａ前部には長手方向に沿って補強リブ７９が形成さ
れている。本体７７ａ後部には長手方向に沿って取り付けリブ８０が形成されている。取
り付けリブ８０には固定ねじ８１用のねじ孔８２が穿設されている。図８（ａ）に示すよ
うに、第１の球受け板７７は第２の背面壁６１に形成された取り付けスリット８３に後方
から挿入され、取り付けリブ８０のねじ孔８０ａと第２の背面壁６１のねじ孔６１ａとを
照合させ固定ねじ７１にて共締めすることで固定されている。取り付けスリット８３の上
下幅は第１の球受け板７７の厚みより若干大きく形成されており、第１の球受け板７７を
装着した状態で第１の球受け板７７の下方には若干の隙間が形成される。
第３の球通路６７の下方には第２の球受け板８７が配設されている。第２の球受け板８７
は図５に示すように左下がりの傾斜とされ、図８（ｂ）に示すように前後方向は傾斜のな
い水平な板面とされている。第２の球受け板８７は第１の球受け板７７と同様着脱可能な
板体であって第１の球受け板７７と同様取り付けリブ８０のねじ孔８０ａと第２の背面壁
６１のねじ孔６１ａとを照合させ固定ねじ７１にて共締めすることで固定されている。第
２の球受け板８７は第１の球受け板７７よりも長さが短いものの同様の断面を有する部材



(7) JP 4650776 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

であるため同様の構成については同じ番号を付して詳しい図示説明は省略する。
【００２０】
次にこのように構成された実施の形態２の作用について説明する。実施の形態１と重複す
る作用については省略する。
第１～第３の球通路６５，６６，６７では実施の形態１と同様汚れたパチンコ球が集中的
に通過するため塵埃が溜まりやすい構造となっている。しかし、第２及び第３の球通路６
６，６７では後下がりに傾斜されており、主としてパチンコ球の球通路６５～６７上への
落下による振動で塵埃はこの傾斜された後方側に移動していく。そして、第２及び第３の
球通路６６，６７の後方にはそれぞれスリット６９が形成されており、塵埃はこのスリッ
ト６９から第１及び第２の球受け板６９，７７に落下していくこととなる。
【００２１】
このように構成することにより本実施の形態２は次のような効果を奏する。
（１）パチンコ球が落下する振動や遊技中に生ずる振動などで第２及び第３の球通路６６
，６７に溜った塵埃は傾斜にしたがって後方に移動し、最終的にスリット６９から下方に
落下して第１及び第２の球受け板７７，８７上に堆積することとなる。そのため、経年使
用しても第２及び第３の球通路６６，６７に溜ってパチンコ球が転動しにくくなったりパ
チンコ球が汚れたりするようなことがなくなる。
（２）第２及び第３の球通路６６，６７はかなり上方から落下してくるセーフ球を受け止
めたりアウト球回収口１７からまとまって流下してくる多くのアウト球などを受け止める
という比較的劣悪な条件で使用される構成部材であるところ、これらはいずれも着脱でき
るため経年使用して強度劣化した場合に交換することが可能となる。
（３）第１及び第２の球受け板７７，８７は着脱できるため経年使用してそれらの上に塵
埃が堆積した場合には取り外して掃除することが容易となる。
【００２２】
（実施の形態３）
以下、実施の形態３においては実施の形態１における第２及び第３の球通路４９，５０の
構成のみ異なっているため実施の形態１と同じ部材については図面上で同じ番号を付し、
詳しい説明は省略するとともに異なる部分を中心に説明する。
上受け皿送出通路４５の右方には同第１の球通路４８に対して一段段違いに低くなった第
２の球通路９１が配置されている。図１４及び図１５に示すように第２の球通路９１は全
体として右下がりの傾斜とされると同時に前下がり部９１ａ及び後下がり部９１ｂとを交
互に組み合わせて構成した板面とされている。図１５及び図１６に示すように、後下がり
部９１ｂの第２の背面壁６１寄り基部にはスリット９２が形成されている。第２の球通路
９１の右端は排出孔５１に接続されている。排出孔５１を挟んで右方には第３の球通路９
５が配置されている。図１４及び図１５に示すように第３の球通路９５は全体として左下
がりの傾斜とされると同時に前下がり部９５ａ及び後下がり部９５ｂとを交互に組み合わ
せて構成した板面とされている。図１６に示すように、後下がり部９５ｂの第２の背面壁
６１寄り基部にはスリット９２が形成されている。排出孔５１から下方には蛇行する排出
通路５２が配設されている。本実施の形態１では第２及び第３の球通路４９，５０によっ
て球通路の全長の４分の３以上を占める。
本実施の形態３では第２及び第３の球通路９１，９５の前端はパチンコ球配送部４３の前
面の基準となる前方基準位置Ｐよりも若干後退した位置とされている。つまり、図１６に
示すように、パチンコ球配送部４３では前方基準位置Ｐにおいて遊技盤５の背面板６３と
密着するとともに、第２及び第３の球通路９１，９５前端部においては隙間Ｑが形成され
ることとなる。
【００２３】
次にこのように構成された実施の形態３の作用について説明する。実施の形態１と重複す
る作用については省略する。
第１～第３の球通路６５，９１，９５では実施の形態１と同様汚れたパチンコ球が集中的
に通過するため塵埃が溜まりやすい構造となっている。しかし、第２及び第３の球通路９
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１，９５では前下がり部９１ａ，９５ａでは前下がりに、後下がり部９１ｂ，９５ｂでは
後下がりに傾斜されており、主としてパチンコ球の球通路６５，９１，９５上への落下に
よる振動で塵埃はこれら傾斜に従って前方あるいは後方側に移動していく。そして、前下
がり部９１ａ，９５ａを移動する塵埃は隙間Ｑから、また後下がり部９１ｂ，９５ｂを移
動する塵埃はスリット９２から第１及び第２の球受け板５３，５７上に落下することとな
る。
また、例えば図２０に示すように、一方向のみに傾斜が設定されているとした場合には経
年使用で特にＸ位置及びＹ位置がパチンコ球と接することになってその部分の摩耗や、応
力の集中が生じてひび割れる可能性もある。ところが、本実施の形態３では、左右方向の
傾斜に従って最終的に排出孔５１に導かれるパチンコ球は前下がり部９１ａ，９５ａ及び
後下がり部９１ｂ，９５ｂによって前後方向に攪乱されながら流下するため一箇所のみに
集中的にパチンコ球が接するということがなくなる。
【００２４】
このように構成することにより本実施の形態３は次のような効果を奏する。
（１）パチンコ球が落下する振動や遊技中に生ずる振動などで第２及び第３の球通路９１
，９５に溜った塵埃は傾斜にしたがって前方あるいは後方に移動し、最終的にスリット６
９から下方に落下して第１及び第２の球受け板５３，５７上に堆積することとなる。その
ため、経年使用しても第２及び第３の球通路９１，９５に溜ってパチンコ球が転動しにく
くなったりパチンコ球が汚れたりするようなことがなくなる。
（２）パチンコ球は前下がり部９１ａ，９５ａ及び後下がり部９１ｂ，９５ｂによって前
後方向に攪乱されながら流下するため一箇所のみに集中的にパチンコ球が接するというこ
とがなくなる。従って、第２及び第３の球通路９１，９５、第２の背面壁６１又は遊技盤
５の背面板６３等の摩耗やひび割れなどが生じにくくなる。
【００２５】
（実施の形態４）
以下、実施の形態４は実施の形態３の変形である。実施の形態３と同様実施の形態１と同
じ部材については図面上で同じ番号を付し、詳しい説明は省略するとともに異なる部分を
中心に説明する。
上受け皿送出通路４５の右方には同第１の球通路４８に対して一段段違いに低くなった第
２の球通路９７が配置されている。図１７及び図１８に示すように第２の球通路９７は全
体として右下がりの傾斜とされると同時に前下がり部９７ａから徐々に後下がり部９７ｂ
に角度を変えていくようにねじれて構成した板面とされている。本実施の形態４では複数
の前下がり部９７ａと後下がり部９７ｂとが交互に形成されている。後下がり部９７ｂの
第２の背面壁６１寄り基部にはスリット９８が形成されている。第２の球通路９７の右端
は排出孔５１に接続されている。排出孔５１を挟んで右方には第３の球通路９９が配置さ
れている。図３に示すように第３の球通路９９は全体として左下がりの傾斜とされると同
時に前下がり部９９ａから徐々に後下がり部９９ｂに角度を変えていくようにねじれて構
成した板面とされている。後下がり部９９ｂの第２の背面壁６１寄り基部にはスリット９
８が形成されている。排出孔５１から下方には蛇行する排出通路５２が配設されている。
本実施の形態１では第２及び第３の球通路４９，５０によって球通路の全長の４分の３以
上を占める。
本実施の形態３では第２及び第３の球通路９７，９９の前端はパチンコ球配送部４３の前
面の基準となる前方基準位置Ｐよりも若干後退した位置とされている。つまり、図１９に
示すように、パチンコ球配送部４３では前方基準位置Ｐにおいて遊技盤５の背面板６３と
密着するとともに、第２及び第３の球通路９７，９９前端部においては隙間Ｑが形成され
ることとなる。
【００２６】
次にこのように構成された実施の形態４の作用について説明する。実施の形態１と重複す
る作用については省略する。
第１～第３の球通路６５，９７，９９では実施の形態１と同様汚れたパチンコ球が集中的
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に通過するため塵埃が溜まりやすい構造となっている。しかし、第２及び第３の球通路９
７，９９では前下がり部９７ａ，９９ａでは前下がりに、後下がり部９５ｂ，９９ｂでは
後下がりに傾斜されており、主としてパチンコ球の球通路６５，９１，９５上への落下に
よる振動で塵埃はこれら傾斜に従って前方あるいは後方側に移動していく。そして、前下
がり部９７ａ，９９ａを移動する塵埃は隙間Ｑから、また後下がり部９５ｂ，９９ｂを移
動する塵埃はスリット９８から第１及び第２の球受け板５３，５７上に落下することとな
る。
また、例えば図２０に示すように、一方向のみに傾斜が設定されているとした場合には経
年使用で特にＸ位置及びＹ位置がパチンコ球と接することになってその部分の摩耗や、応
力の集中が生じてひび割れる可能性もある。ところが、本実施の形態４では、左右方向の
傾斜に従って最終的に排出孔５１に導かれるパチンコ球は前下がり部９７ａ，９９ａ及び
後下がり部９５ｂ，９９ｂによって前後方向に攪乱されながら流下するため一箇所のみに
集中的にパチンコ球が接するということがなくなる。
【００２７】
このように構成することにより本実施の形態４は次のような効果を奏する。
（１）パチンコ球が落下する振動や遊技中に生ずる振動などで第２及び第３の球通路９７
，９９に溜った塵埃は傾斜にしたがって前方あるいは後方に移動し、最終的にスリット６
９から下方に落下して第１及び第２の球受け板５３，５７上に堆積することとなる。その
ため、経年使用しても第２及び第３の球通路６６，６７に溜ってパチンコ球が転動しにく
くなったりパチンコ球が汚れたりするようなことがなくなる。
（２）パチンコ球は前下がり部９７ａ，９９ａ及び後下がり部９５ｂ，９９ｂによって前
後方向に攪乱されながら流下するため一箇所のみに集中的にパチンコ球が接するというこ
とがなくなる。従って、第２及び第３の球通路９７，９９、第２の背面壁６１又は遊技盤
５の背面板６３等の摩耗やひび割れなどが生じにくくなる。
【００２８】
本発明は以下のような態様に変更して実施することが可能である。
・上記実施の形態２の着脱可能な第１及び第２の球受け板６９，７７を実施の形態１に応
用すること。逆に実施の形態２の第１及び第２の球受け板６９，７７を着脱不能なものと
しても構わない。
・例えば実施の形態２では第３の球通路６６と第２の背面壁６１及び第１の球受け板７７
はそれぞれ別体で、第３の球通路６６と第１の球受け板７７とをそれぞれ別個に交換でき
るようになっていた。これを図２１のように通路１０１、背面壁１０２及び球受け板１０
３を一体的なユニット構造１０４としてそれを交換可能としてもよい。
・上記各第２及び第３の球通路４９，５０，６６，６７，９１，９５，９７，９９に設定
された角度を調整可能とすること。
・第１の球通路４８，６６も前後方向に傾斜させるようにすること。
・実施の形態２の第１及び第２の球受け板６９，７７を排出通路５２に連通させるように
しても構わない。
・実施の形態２における第２及び第３の球通路６６，６７はスリット６９を形成して塵埃
が落下するようにしていたが、第２及び第３の球通路６６，６７を吊り下げ部材で吊り下
げて第２の背面壁６１との間に長手方向に連続したスリットを形成するようにしてもよい
。
・上記各実施の形態では左右方向に落下したセーフ球等が流下するパチンコ機であったが
、これに限定されず例えば前後方向に流下する機種に応用することも可能である。
・本実施の形態のパチンコ機は遊技が完了したパチンコ球を機外に一旦排出・回収するタ
イプであったが、外部に排出せず機内で循環させるようなタイプに応用することも可能で
ある。
・実施の形態３及び４の前後下がり部９１ａ，９１ｂ，９５ａ，９５ｂ，９７ａ，９７ｂ
，９９ａ，９９ｂの形状や数や配置の仕方は適宜変更可能である。
その他、本発明の趣旨を逸脱しない態様で実施することは自由である。
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【００２９】
上記実施の形態から把握できる本発明のその他の技術的思想について下記に付記として説
明する。
（１）　前記球通路の下方には同球通路に沿って延出された球受け板を配設したことを特
徴とする請求項１に記載のパチンコ機。
このように構成すれば上記効果に加え、こぼれたパチンコ球を受け止めることが可能とな
る。
（２）　前記球通路が前方に傾斜している場合には前記前壁面との間に空隙が形成される
ことを特徴とする請求項１又は付記１に記載のパチンコ機。
（３）　前記球通路が後方に傾斜している場合には前記後壁面との間に空隙が形成される
ことを特徴とする請求項１又は付記１に記載のパチンコ機。
付記２又は３のように構成すれば上記効果に加え、空隙から下方に塵埃が落下して球通路
に汚れが溜まりにくくなる。
（４）　前記球通路の流下方向に対して直行する方向に設定した傾斜角度は流下方向に沿
って変化するようにしたことを特徴とする請求項１若しくは付記１～３のいずれかに記載
のパチンコ機。
（５）　同変化は連続的あるいは断続的であることを特徴とする付記４に記載のパチンコ
機。
付記（４）又は（５）のように構成すれば上記効果に加え、パチンコ球が流下するに際し
て同じ箇所ばかりと接することを防止することができる。
（６）　前記球通路は前後方向の傾斜角度の調整が可能であることを特徴とする請求項１
若しくは付記１～５のいずれかに記載のパチンコ機。
パチンコ球は角度が緩やかなほど流路の幅が広くなって多くのパチンコ球を流下させるこ
とができる（流下率向上）。一方、塵埃は角度が急なほど落下し易い。
このように構成すれば上記効果に加え、角度を調整しながらより好適な角度に設定するこ
とができる。また、角度を変更することでパチンコ球が同じ箇所ばかりと接することを防
止することができる。
（７）　前記球通路又は球受け板は着脱可能であることを特徴とする請求項１若しくは付
記１～６のいずれかに記載のパチンコ機。
このように構成すれば上記効果に加え、球通路又は球受け板に不具合が生じた場合に取り
替えることが可能となる。
（８）　前記球通路又は球受け板には補強リブを形成したことを特徴とする請求項１若し
くは付記１～７のいずれかに記載のパチンコ機。
このように構成すれば上記効果に加え、球通路又は球受け板の強度の向上に寄与すること
ができる。
（９）　前記球受け板は前記所定の部位方向に合流することを特徴とする請求項１若しく
は付記１～８のいずれかに記載のパチンコ機。
このように構成すれば上記効果に加え、球通路からこぼれたパチンコ球を回収することが
できる。
【００３０】
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態のパチンコ機の扉枠及びパチンコ機本体を開放した状態の
斜視図。
【図２】　同じパチンコ機の背面図。
【図３】　実施の形態１の機構盤下部の正面図。
【図４】　実施の形態１の機構盤下部の斜視図。
【図５】　実施の形態２の機構盤下部の正面図。
【図６】　実施の形態２の機構盤下部の斜視図。
【図７】　（ａ）は図２のＡ－Ａ線における断面図、（ｂ）は図２のＢ－Ｂ線における断
面位置での側面図。
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【図８】　（ａ）は図２のＤ－Ｄ線における断面図、（ｂ）は図２のＥ－Ｅ線における断
面位置での側面図。
【図９】　実施の形態２の第１の球受け板の斜視図。
【図１０】　実施の形態１のＣ－Ｃ線における断面位置での平面図。
【図１１】　実施の形態２のＦ－Ｆ線における断面位置での平面図。
【図１２】　実施の形態２の第２の球通路の斜視図。
【図１３】　実施の形態２の第３の球通路の斜視図。
【図１４】　実施の形態３の機構盤下部の正面図。
【図１５】　実施の形態３の機構盤下部の斜視図。
【図１６】　実施の形態３のＧ－Ｇ線における断面位置での平面図。
【図１７】　実施の形態４の機構盤下部の正面図。
【図１８】　実施の形態４の機構盤下部の斜視図。
【図１９】　実施の形態４のＨ－Ｈ線における断面位置での平面図。
【図２０】　パチンコ球の転動状態を説明する説明図。
【図２１】　他の実施の形態の斜視図。
【符号の説明】
１…支持枠体としての外枠、４…遊技台としてのパチンコ機本体、５…遊技盤、９…遊技
面、２２…機構盤、３９…発射操作機構としてのハンドル、４８～５０，６５～６７，９
１，９５，９７，９９…球通路、５１…排出孔。
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